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シンポ  

  

 近年の男女賃金差別裁判での最高裁の判断は、中国電力の事件に見られるように、賃金格差を認め 

ながらも「昇進・昇格に関しては会社の人事権裁量の範囲」として、女性差別を認めません。 

現在最高裁に上告している東和工業事件の高裁判決でも、労基法 4 条違反と判断しつつ、企業の裁

量権を過度に容認しています。労働実態を見ない司法のジェンダーバイアスに満ちた判断と言わざる

を得ません。最高裁の英断を求めたいと思います。 

70 年代から 40 数年間、全国の女性たちが男女賃金差別裁判を闘い、勝利を積み上げてきました。 

その蓄積と成果を反故にするような司法の現状と課題を様々な観点から検証するため、各分野から

提起を頂きながら、今後のビジョンについて考えたいと思います。憲法 14 条に定められた男女平等

の権利を積極的に確保し、行使できるジェンダー平等社会を実現するための道筋を考えるシンポジウ

ムです。ぜひご参加下さい！ 

 

●日 時 2016年 12月 17日（土）１3：30～16：30 

●ところ 文京区民センター２A 
東京メトロ後楽園駅、都営三田線・大江戸線春日駅徒歩 1分 

JR 水道橋駅（東口）徒歩 9分 
 

●シンポジウム （コーディネーター・弁護士中野麻美さん） 

☆問題提起 

・本間啓子さん（東和工業事件原告） 

・水林 彪さん（早稲田大学） 

   男女平等と企業の自由～憲法史の観点から 

・吉田仁美さん（関東学院大学） 
   憲法 14条の意義と男女平等権～憲法学の立場から 

・相澤美智子さん（一橋大学） 

   性差別是正のための法理論～労働法学の立場から  

・宮地光子さん（弁護団） 

☆意見交換 
 

●資料代  ５00円 
 

 

≪共催≫   

男女賃金差別をともにたたかう会 

均等待遇アクション 21 

連絡先 TEL&FAX:03-5689-2320  

Email:kintou21@siren.ocn.ne.jp 


